
第２節

障害のある人の情報アクセシビ
リティを向上するための施策

１． 情報アクセシビリティの向上

（１）総合的な支援

　地域生活支援事業においては、障害のある
人の情報通信技術の利用・活用の機会の拡大
を図るため、IT関連施策の総合サービス拠
点となる障害者ITサポートセンターの運営
（26都府県：平成27年度末時点）や、パソコ
ンボランティア養成・派遣等が実施されてい
る。

（２） 障害のある人に配慮した機器・システ
ムの研究開発

　情報通信の活用によるメリットを十分に享
受するためには、障害のある人を含めだれも
が、自由に情報の発信やアクセスができる社
会を構築していく必要がある。
　障害のある人の利用に配慮した情報通信機
器・システムの研究開発の推進に当たっては、
その公益性・社会的有用性が極めて高いにも
かかわらず、収益性の低い分野であることか
ら、国立研究機関等における研究開発体制の
整備及び研究開発の推進を図るとともに、民
間事業者等が行う研究開発に対する支援を行
うことが重要である。
　また、家電メーカーや通信機器メーカーに
おいては、引き続き障害者・高齢者に配慮し
た家電製品の開発・製造に努めているところ
である。また、平成28年度より国際標準化団
体のISO/IEC JTC1にてスマートフォンのア
クセシビリティ向上を目的とした議論が開始
され、我が国製造メーカーも参加している。

（３） 障害のある人の利用に配慮したシステ
ムの普及

ア　アクセシビリティ指針の策定
　近年、補聴器の小型化・高性能化の開発は
目覚ましいものがあり、屋外等の離れた場所
からでも、距離や周囲の騒音の影響を受けず
に聞き取ることができる電波を利用した補聴
援助システム（ワイヤレス補聴器）について
の需要が高まっている。
　特別支援学校等の教育の場においても、幼
児児童生徒の耳元に教師及び他の生徒の声を
確実に届け、スムーズな会話を行うことので
きるシステムが望まれている。また、日常生
活で補聴器を利用している難聴者にあって
も、講演などの場において講師の声がスムー
ズに聞くことのできるシステムが求められて
いる。
　こうしたことから、個人や集団で使用する
電波を利用した補聴援助システムについて、
制度化を図った。

イ　JIS及び国際標準化の推進
　情報アクセシビリティに関する日本工業規
格（JIS）として「高齢者・障害者等配慮設
計指針－情報通信における機器、ソフトウェ
ア及びサービス」（JIS X8341シリーズ）を制
定している。（具体的には「共通指針」、「情
報処理装置（パーソナルコンピュータ）」、
「ウェブコンテンツ」、「電気通信機器」、「事
務機器」、「アクセシビリティ設定」、「対話ソ
フトウェア」について制定。）
　また、国内の規格開発と並行し、国際的な
情報アクセシビリティのガイドライン共通化
を図るため、JIS X8341シリーズのうち、「共
通指針」、「情報処理装置（パーソナルコン
ピュータ）」及び「事務機器」について国際
標準化機構（ISO）へ国際標準化提案を行い、
平成24年までに、それぞれ国際規格が制定さ
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れた。
　平成28年においては、国際規格との整合性
を高めるため「ウェブコンテンツ」のJIS規
格を改正した。

（４） ホームページ等のバリアフリー化の推
進

　各府省は、高齢者や障害のある人を含めた
すべての人々の利用しやすいものとするた
め、ウェブコンテンツ（掲載情報）に関する
日本工業規格（JIS X 8341-３）を踏まえ、ホー

ムページにおける行政情報の電子的提供の充
実に努めている。
　総務省では、平成28年4月に公的機関がホー
ムページ等のバリアフリー化に取り組むため
のガイドラインである「みんなの公共サイト
運用ガイドライン（2016年版）」を公開し、
公的機関に対し、遅くとも2017年度（平成29
年度）末までにJIS X 8341-3:2016の適合レベ
ルAAに準拠することを求めている。また、
平成28年度に全国11地域で国の機関、地方公
共団体、独立行政法人等の公的機関の職員を

■図表3-4-12　アクセシビリティに関する規格体系

資料： 経済産業省

JIS Z8071 規格におけるアクセシビリティ配慮のための指針
（ISO/IECガイド71:2017）

JIS X8341-1 高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信にお
　ける機器、ソフトウェア及びサービス－第一部：共通指針

JIS　S0023 高齢者配慮設計指針－衣料品
JIS　X8341-2 高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機
器、ソフトウェア及びサービス－第２部：パーソナルコンピュータ

JIS　X8341-3 高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機
器、ソフトウェア及びサービス－第３部：ウェブコンテンツ

JIS　X8341-4 高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機
器、ソフトウェア及びサービス－第４部：電気通信機器

JIS　X8341-5 高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機
器、ソフトウェア及びサービス－第５部：事務機器

JIS　X8341-6 高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機
器、ソフトウェア及びサービス－第６部：対話ソフトウェア

JIS　X8341-7 高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機
器、ソフトウェア及びサービス－第７部：アクセシビリティ設定
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対象に、ホームページ等のバリアフリー化に
関する講習会を開催した。

２． 社会参加を支援する情報通信シ
ステムの開発・普及

（１）電子投票の実施の促進

　電子投票とは、電磁的記録式投票機（いわ
ゆる電子投票機）を用いて投票する方法であ
り、開票事務の迅速化に貢献するとともに、
自書が困難な選挙人であっても比較的容易に
投票することが可能である。
　我が国における電子投票は、平成14年２月
より、地方公共団体の議会の議員及び長の選
挙において導入することが認められている。
平成29年３月末現在、電子投票条例を制定し
ている市町村は６団体である。
　総務省としては、電子投票システムの更な
る信頼性向上のための技術的な課題や導入団
体の実施状況等についての調査分析を引き続
き行い、地方公共団体に対する必要な情報の
提供に取り組んでいる。

（２）テレワークの推進

　テレワークはICTを活用し、時間や場所を
有効に活用できる柔軟な働き方であり、女性、
高齢者、障害のある人等の就業機会の拡大に
も寄与するものと期待されている。
　政府では、テレワークが様々な働き方を希
望する人の就業機会の創出及び地域の活性化
等に資するものとして、関係各省が連携し、
テレワークの一層の普及拡大に向けた環境整
備、普及啓発等を推進することとしている。
　総務省においては、テレワークの本格的普
及を図るため、民間企業に対するテレワーク
の導入・運用に向けた専門家派遣や、これら
取組を通じたテレワーク優良導入事例の策
定、表彰等を行った。さらに全国各地でセミ
ナーを開催し、その普及を図った。

３．情報提供の充実

（１）情報提供に係る研究開発の推進 

ア　民間による研究開発に対する支援
　総務省では、高齢者や障害のある人向けの
通信・放送サービスの開発を行うための通信・
放送技術の研究開発を行う者に対し、支援を
行っている（図表３‒４‒13）ほか、国立研究
開発法人情報通信研究機構を通じて、身体に
障害のある人のための通信・放送サービスの
提供又は開発を行う者に対する助成、情報提
供を実施している。

イ　使いやすい電話機の開発
　通信サービスの中でも特に電話は、障害の
ある人にとって日常生活に欠かせない重要な
通信手段となっており、こうした状況を踏ま
え、電気通信事業者においても、音量調節機
能付電話等福祉用電話機器の開発や車いす用
公衆電話ボックスの設置など障害のある人が
円滑に電話を利用できるよう種々の措置を講
じている。

（２）情報提供体制の整備 

ア　情報ネットワークの整備
　ネットワークを利用し、新聞情報等を即時
に全国の点字図書館等で点字データにより受
信でき、かつ、視覚に障害のある人が自宅に
いながらにしてウェブ上で情報を得られる
「点字ニュース即時提供事業」を行っている。
　また、社会福祉法人日本点字図書館を中心
として運営している視覚障害情報総合ネット
ワーク「サピエ」により、点字・録音図書情
報等の提供を行っている。
　障害のある人の社会参加に役立つ各種情報
の収集・提供と、情報交換の支援を行う「障
害者情報ネットワーク（ノーマネット）」では、
障害のある人からの情報アクセスを容易にす
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るため、文字情報、音声情報及び画像情報を
統合して同時提供するマルチメディアシステ
ム化を図るとともに、国内外の障害保健福祉
研究情報を収集・蓄積し、インターネットで
提供する「障害保健福祉研究情報システム」
を構築している。
　平成21年６月に可決成立した著作権法（昭
和45年法律第48号）改正により、障害者のた
めに権利者の許諾を得ずに著作物等を利用で
きる範囲が抜本的に見直され、障害の種類を
限定せずに、視覚や聴覚による表現の認識に
障害のある者が広く対象になるとともに、視
覚障害のある人については、デジタル録音図
書の作成、聴覚障害者については、映画や放
送番組への字幕・手話の付与など、それぞれ
の障害者が必要とする幅広い方式での複製等
が可能となった。なお、当該複製等を行う主
体についても、障害者施設に加えて、公共図
書館等の施設なども含まれることとなった。
　平成25年６月に、「盲人、視覚障害者その
他の印刷物の判読に障害のある者が発行され
た著作物を利用する機会を促進するためのマ
ラケシュ条約（仮称）」が採択されたことを

踏まえ、文化審議会著作権分科会法制・基本
問題小委員会において、本条約締結のための
制度整備やその他障害者の著作物へのアクセ
スを促進するための制度等の在り方について
検討を行っているところである。

イ　政府広報における情報提供
　内閣府では、視覚に障害がある方に対して
政府の重要な施策の情報を提供するため、政
府広報として音声広報CD「明日への声」及び
点字・大活字広報誌「ふれあいらしんばん」
を発行（年６回、各号約5,000部）し、それ
ぞれ全国の視覚障害者情報提供施設協会、日
本盲人会連合、特別支援学校、公立図書館（都
道府県、政令市、中核市、特別区立等）、地
方公共団体等、約3,400か所に配布している。
（図表３-４-14）

ウ　 字幕付きビデオ及び点字版パンフレット
等の作成

　法務省刑事局では、犯罪被害者やその家族、
さらに一般の人々に対し、検察庁における犯
罪被害者の保護・支援のための制度について

■図表3-4-13　研究開発の事例（聴覚障害者向け会議支援システム）

資料： 総務省
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分かりやすく説明したDVD「もしも…あなた
が犯罪被害に遭遇したら」を全国の検察庁に
配布しているが、説明のポイントにテロップ
を利用しているほか、全編に字幕を付すなど
しており、聴覚障害のある人も利用できるよ
うになっている。
　また、犯罪被害者等向けパンフレットの点
字版及び同パンフレットの内容を音声で録音
したCDを作成し、全国の検察庁及び点字図
書館等へ配布を行い、視覚障害者の方々に情
報提供している。
　法務省の人権擁護機関では、各種人権課題
に関する啓発広報ビデオを作成する際に、字
幕付ビデオも併せて作成するとともに、啓発
冊子等に、音声コード（専用の機械に読み取
らせることにより、本文の音声読み上げを行
うことができるコード）を導入し、視覚障害
のある人も利用できるようにしている。

エ　国政選挙における配慮
　国政選挙においては、平成15年の公職選挙
法（昭和25年法律第100号）改正により、郵
便等投票の対象者が拡大されるとともに、代
理記載制度が創設されているほか、障害のあ
る人が投票を行うための必要な配慮として、

点字による「候補者名簿及び名簿届出政党等
名簿」の投票所等への備付け、投票用紙に点
字で選挙の種類を示す取組、点字版やカセッ
トテープ、コンパクトディスク等の音声版に
よる候補者情報の提供、投票所における車い
す用スロープの設置や点字器の備え付け等を
行っている。
　また、政見放送における取組として、衆議
院比例代表選出議員選挙及び都道府県知事選
挙にあっては、手話通訳の付与、参議院比例
代表選出議員選挙にあっては、手話通訳及び
字幕の付与、衆議院小選挙区選出議員選挙に
あっては、政見放送として政党が作成したビ
デオを放送することができ、政党の判断によ
り手話通訳や字幕をつけることができること
としている。

（３）字幕放送等の推進

　視聴覚障害のある人が、テレビジョン放送
を通じて情報を取得し、社会参加していく上
で、字幕放送、解説放送、手話放送の普及は
重要な課題であり、総務省においては、その
普及を推進している。
　平成９年の放送法（昭和25年法律第132号）
改正により、字幕番組、解説番組をできる限

■図表3-4-14

音声広報CD「明日への声」

点字・大活字広報誌「ふれあいらし
んばん」資料： 内閣府
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り多く放送しなければならないとする努力義
務規定が設けられた。
　平成19年10月には、「視聴覚障害者向け放
送普及行政の指針」を策定し、平成24年10月
に見直しを実施した。同指針においては平成
29年度までに、字幕放送については対象放送
番組のすべてに字幕付与、大規模災害等緊急
時放送についてはできる限りすべてに字幕付
与、解説放送については対象放送番組の10％
に解説を付与、手話放送については実施時間
をできる限り増加させる等の普及目標を定め
ており、その達成に向けて、放送事業者の取
組を促している。また、国立研究開発法人情
報通信研究機構を通じて字幕番組の制作費等
の一部助成も行っている。
　字幕付きＣＭの普及についても、平成26年
10月に発足した字幕付きＣＭ普及推進協議会
（日本アドバタイザーズ協会、日本広告業協
会、日本民間放送連盟の３団体で構成）では、
平成28年９月から構成３団体のそれぞれの
ホームページに、字幕付きＣＭ対するご意見
を募集する専用メールアドレスを設置すると
ともに、字幕付きＣＭ関係者が抱える課題と
展望を共有する「字幕付きＣＭセミナー」を
開催する等の取組が行われている。
　厚生労働省では、聴覚障害のある人のため
に、字幕（手話）入り映像ライブラリーや手
話普及のための教材の制作貸出し、手話通訳
者等の派遣、情報機器の貸出し等を行う聴覚
障害者情報提供施設については、全都道府県
での設置を目指し、その整備を促進している。

（４） 日本銀行券の券種の識別性向上に向け
た取組

　日本銀行券（いわゆる、お札）については、
昭和59年に発行開始した前シリーズのもの以
降、視覚障害のある人が券種を識別する手段
として「識別マーク」を施している。しかし
ながら、視覚障害のある人からは、同マーク
がわかりにくいため券種の識別が行いにくい
として、改善を求める要望が寄せられてきた。
　これを受け、財務省は、国立印刷局、日本
銀行とともに、現行の日本銀行券がより使い
やすいものとなるよう、平成25年４月26日に
「日本銀行券の券種の識別性向上に向けた取
組み」を公表した。平成28年度においても、
具体的な３つの取組として、①改良五千円券
の発行（平成26年５月12日発行開始）や、②
日本銀行券にカメラをかざすことで音声等に
より券種をお知らせするスマートフォン用の
券種識別アプリ（言う吉くん）の提供（平成
25年12月３日配信開始）、③券種を識別して
音声等により通知する専用機器の開発に資す
る技術情報の提供を行った（平成26年度中に
民間企業２社が製品化）。また、券種の識別
性に関し、関係者からの意見聴取や、海外の
取組状況の調査等を実施している。

聴覚障害者情報提供施設（福）聴力障害者情報文化センター
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４． コミュニケーション支援体制の
充実

（１） 手話や点訳等によるコミュニケーショ
ン支援

　地域生活支援事業においては、聴覚、言語
機能、音声機能、視覚その他の障害のため、
意思疎通を図ることに支障がある人に、手話
通訳者等の派遣や設置、点訳や音声訳等によ
る支援などを行う意思疎通支援事業や、点訳
奉仕員、朗読奉仕員、要約筆記者、手話奉仕
員及び手話通訳者等の養成研修が実施されて
いる。平成25年４月に施行された障害者総合
支援法における地域生活支援事業では、手話

通訳者、要約筆記者及び盲ろう者向け通訳・
介助員の養成研修を都道府県の必須事業とす
るとともに、派遣を行う事業についても市町
村で実施できない場合などは都道府県が実施
する仕組みとし、意思疎通支援の強化を図っ
ている。
　各都道府県警察においては、聴覚に障害の
ある人のための字幕スーパー入り講習用映画
の活用や手話通訳員の確保に努めている。ま
た、言語での意思伝達を困難とする人たちと
警察官とのコミュニケーションを円滑にする
ため、協力団体と共に開発し、提供を受けた
「コミュニケーション支援ボード」につき、
イラストを追加するなどの改定を行い、全国
の交番、パトカー等に配備し、活用している。

■図表3-4-15　五千円券の改良内容

資料： 財務省
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（２） コミュニケーション支援用絵記号及び
アクセシブルミーティング

　日本工業標準調査会（JISC）は、文字や
話し言葉によるコミュニケーションの困難な
人が、自分の意思や要求を相手に的確に伝え、
正しく理解してもらうことを支援するための

絵記号に関する規格を「コミュニケーション
支援用絵記号デザイン原則（JIST0103）」と
して制定し、平成22年に障害のある人が会議
に参加しやすいように主催者側の配慮事項を
「アクセシブルミーティング（JIS S0042）」
として規格を制定した。

コミュニケーション支援用絵記号の例

注： コミュニケーション支援用絵記号デザイン原則（JIS T0103）には参考として約300の
絵記号の例を収載しており、これらは公益財団法人共用品推進機構のホームページか
ら無償でダウンロードすることができる。（http://www.kyoyohin.org/）
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　障害の有無に関わらず、すべての人々にとってアクセシブルでインクルーシブな東京大
会を実現するため、公益社団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
（以下「組織委員会」という。）、国の関係行政機関、東京都、関係地方公共団体、障害者
団体及び障害者スポーツに関わる団体等で構成するアクセシビリティ協議会において、
「Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン（※１）」をとりまとめ、国際パラリンピッ
ク委員会（以下「ＩＰＣ」という。）から承認を得て、組織委員会により公表されてい 
る（※２）。
　今後、2020年東京大会の準備・運営に反映させる予定である。

※１： ＩＰＣが定める『IPCアクセシビリティガイド』と国内関係法令等に基づき、東京
大会の各会場のアクセシビリティに配慮が必要なエリアと、そこへの動線となるア
クセス経路、輸送手段、組織委員会による情報発信・表示サイン等の基準、及び関
係者の接遇トレーニング等に活用する指針として、組織委員会が作成するもの。

※２：

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に
向けたアクセシビリティの実現

項目 内　容

エレベーターの
かごの大きさ

※構造上の理由等によって標準を満たせない場合
　幅1,400mm×奥行1,350mm（国の遵守基準）

出入口の
ドア幅

推奨 950mm（IPCの推奨）

標準 大会会場では850mm（IPCの遵守基準）
公共交通機関では900mm（国の推奨）

※構造上の理由等によって標準を満たせない場合
　800mm（国の遵守基準）

傾斜路の
踊り場

推奨 高低差500mm以内ごとに設置（IPCの推奨）

標準

「Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン」基準の具体例

幅2,100mm×奥行1,500mm（IPCの推奨）、又は同等水準のサイズ
※鉄道駅等は、複数台設置により全体容量で推奨基準を達成す
る場合、当該基準を満たしたものとみなす。

高低差750mm以内ごとに設置（国の遵守基準）
※公共交通機関の屋外部分は高低差600mm以内ごとに設置（国
の推奨基準）を標準とし、構造上の理由等でそれを満たせな
い場合にのみ、上記規定を適用

幅1,700mm×奥行1,500mm（IPCの遵守基準）、又は同等水準の
サイズ

192



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


